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　2025年は、同和対策審議会答申から60年を迎える人権について考える重要な節目の年です。
　同和対策審議会答申とは、1965（昭和40）年８月に政府の諮問機関である同和対策審議会
が提出した答申で、同和問題（部落差別問題）の解決を国策として行うことを明記した重要な
文書です。この答申は、部落差別を人間の自由と平等を侵害する問題として捉え、その早急な
解決を国の責務とし、国民的課題であると指摘しました。以降、2002（平成14）年３月末ま
で部落差別の解決に向けたさまざまな特別対策事業が取り組まれ、被差別地区の生活環境の改
善や住民の生活向上が図られました。それでもなお、部落差別は続いており、過去の問題では
ありません。

 部落差別の現状 
●インターネット上の差別的な書き込み
　特定の地域や人物を誹謗中傷する投稿や、差別的な情報が掲載された写真や動画が公開され
る、被差別地区に関わる個人情報がネット上に投稿される等があります。
　インターネット上の情報は、一度投稿され拡散されると完全に削除されることが難しいため、
問題となっています。差別をする人、される人の関係だけではなく、見ているだけの人も「差
別はいけないことである」と声をあげていくことで、インターネット上の部落差別をなくして
いきましょう。
●結婚・就職等における差別
　被差別地区の出身や住んでいることなどを理由に結婚に反対されたり、就職等において不利
な取り扱いを受けたりする等の事案が発生しています。部落差別の解決に向けて差別意識をな
くすための取組みが必要です。就職差別をなくすために、企業は応募者の適性・能力のみを基
準に、基本的人権を尊重して採用選考を行うこと、結婚差別をなくすために、正しい知識の習
得、身近な偏見に気づくことが重要です。
●身元調査
　出身地を調べたり、特定の地域が被差別地区かどうか調査したりするなどの事案が発生して
います。このような調査は不当な差別的取り扱いにつながりかねません。
　身元調査等によるプライバシーなどの権利侵害を防ぐために本人通知制度に登録しましょう。

同対審答申から60年を経過して…

【本人通知制度とは】
　住民票等の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録したご
本人にその事実をお知らせします。
※‌�ただし、第三者への交付を差し止めたり、交付請求者の氏名等をお知らせするものではありま
せん。不正な手段を使い、他人の住民票や戸籍を悪用する事件を防ぎ、不正請求の早期発見、
不正利用防止・抑制につながります。

【お手続き窓口】
　九重町役場住民環境課窓口、九重町隣保館、九重文化センター、各地区ふれあい交流センター
に本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、旅券等）　をご持参のうえ、お手続きくだ
さい。
　オンラインでの申請も可能です。
　右の二次元コードを読み取って申請できます。
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南山田地区合同講演会南山田地区合同講演会
　８月18日（月）、九重文化センター・ホールにて、南山田人権・部落差別解消啓発推進協議会によ
る南山田地区合同講演会が開催されました。講師におやこねっとLabo代表　情報モラル教育アドバイ
ザーの　石川千明さんにお越しいただき、「インターネットと子どもの人権～誰もがネットで被害者に
も加害者にもならないために～」という演題でお話ししてくださいました。
　講演では、はじめに、人権とは「一人ひとりが幸せだなと生きていくこと」であることとお話しされ
ました。次に、ＳＮＳコミュニケーションでの失敗事例を通して、ＳＮＳでの未成年者性犯罪事例につ
いて子どもたちと一緒に考えました。ネットモラルについて考える良いきっかけとなりました。ＳＮＳ
で失敗しないために、投稿の先にあることを想像する力が大切であることを学びました。スマホ、ネッ
トの問題は、使う側の心の問題であることがわかりました。（ネットトラブルの根っこ）
　ネット、ＳＮＳを使用する上で大切なことは親と子の関わりであり、
・ネットで困ったら身近な大人（両親、家族、先生）に相談すること
・友だち＝ネットの知り合いではない
・ネット上の友だちは知らない怖い人であること
だとお話しいただきました。
　また、「スマホの画面を見ながら子どもと会話をしていませんか。」と大人の姿勢も問われ、自分た
ちの接し方や態度についても考えさせられました。子どもたちに、ネットを使う上での恐ろしさやネッ
トモラルの大切さが十分に伝わったのではないかと感じました。

各団体に人権学習・研修を行いました
　８月５日（火）「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」の最中、「戦争と平和」いのち
～人権とのつながり～をテーマに九重町農業委員会人権学習会を開催しました。今年は戦後80年をむか
えました。戦争は最大の人権侵害です。「戦争と平和」について「いのち」の大切さを考えるとともに、
「大分県人権11課題」から身近にある人権課題として日常における無意識の思い込みや偏見また日常生
活に埋め込まれた差別について考える時間になりました。
　８月19日（火）寿大学第５回講義がおこなわれ、沖縄全戦没者追悼式で発表された平和の詩「おばあ
ちゃんの歌」また九重町「私の戦争体験記」をとおして「いのち」の大切さ、戦争を繰り返さないとの
想いを皆さんと共有し、人権とは「幸せに生きる」権利。「生きる」人権とのつながり、高齢者と人権
とのつながりについて確認し合う学習となりました。
　８月20日（水）大分県下人権・同和対策連絡協議会「夏期研修会」が開催されました。
　「生きる」人権とのつながり～語ろう「私と人権」～をテーマに九重町隣保館での事業紹介、今もな
お続いている「部落差別」についてのワークショップ｛部落差別との出合い｝、人権に関する意識調査
から生きるために必要な人権について、共に創る人権尊重を確認し合い有意義な語らいの時間を過ごし
ました。

隣保館主催事業・デイサービス隣保館主催事業・デイサービス（ハッスルシルバーズ）｛人権学習会｝（ハッスルシルバーズ）｛人権学習会｝
　８月５日（火）パワーアップ教室（きずな会）の人権学習会を「生きる」高齢者と身近な人権‌～み
んなで語ろう～をテーマに法務省人権啓発活動重点目標18課題、大分県人権11課題、を紹介し、ワー
クショップを取り入れながら、人生100年時代「高齢者と人権」とのつながりについて、等学習しまし
た。一度きりの人生、高齢になっても生き生きと自分らしく生きていく大切さを感じ合える学習会でし
た。
　８月21日（木）ハッスルシルバーズ（チューリップ会）の人権学習会をおこないました。
　九重町隣保館デイサービスでは、年間計画の中で、人権学習を取り入れ、人権意識を高め、学んでい
ます。今回は午前中に「音楽と人権」～歌の中にある人権～をテーマに歌をとおして身近に人権を感じ
ながらの学習をしました。午後からはグループワーク（少人数での語らい）の中で、「部落差別」につ
いて真剣に語り合うことができました。人権について語り合うことの大切さを感じました。
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日　付 時　間 事業名 場　所

 ９月30日（火） 10時～11時 歌声サロン 東飯田ふれあい交流センター

10月 ３日（金） 13時30分～15時 生け花教室 東飯田ふれあい交流センター

10月 ７日（火）
 ９時30分～11時 パワーアップ教室 東飯田ふれあい交流センター

13時30分～15時 編み物教室 東飯田ふれあい交流センター

10月 ９日（木） 10時～14時 ハッスルシルバーズ
（チューリップ会） 書曲三地区集会所

10月21日（火） 13時30分～15時 編み物教室 東飯田ふれあい交流センター

10月28日（火） 10時～11時 歌声サロン 東飯田ふれあい交流センター

◇これからの行事◇

お 知 ら せ

　９月に入り、いよいよ隣保館のトイレ改修工事がはじまりました。
便器や洗面台、鏡が外れ、大きな工事であることを実感しています。
　隣保館に相談等で来られる際は、スロープを上がって２階の入口ま
たは、県道に面した入口から入られてください。ご利用されるみなさ
まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

本人通知制度に
登録しましょう

事前に登録することで、第三者があなたの住民票等の交付を受けたとき、お知らせします。
多くの方が登録することで、戸籍などの不正取得の抑止につながります。

【月・木は人権相談日】

ＤＶＤの紹介ＤＶＤの紹介
「被差別部落へのまなざし －同和問題認識の近代史－」

　人権を考える講演の夕べでご講演いただいた近現代史研究をされている黒川みどり
さんが近代の部落差別問題について解説を行っています。
　なぜ差別が残りつづけるのか。差別は形を変えて本来は存在しないはずの被差別部
落民を創り出し、部落差別は未だに解消されていない。この作品では、黒川みどりさ
ん（静岡大学名誉教授）の解説を軸に、静岡大学の学生による文献の朗読によって、
近代の部落差別問題の認識を浮かび上がらせています。そして、守田智さん（静岡大
学教授）がネットワーク科学を用いて私たちと部落差別とのつながりを解いていくＤ
ＶＤです。
　このほかにも人権に関する様々なＤＶＤや本があります。無料で貸し出しをしてい
ます。

隣保館のトイレ改修工事がはじまりました隣保館のトイレ改修工事がはじまりました


